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は
じ
め
に

本
書
は
、
主
に
自
治
体
職
員
の
方
に
向
け
て
、
広
範
、
多
岐
に
わ
た
る
福
祉
行
政
の
全
体
像
を
コ
ン
パ
ク

ト
に
、
わ
か
り
や
す
く
解
説
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

超
高
齢
社
会
を
迎
え
た
日
本
で
は
、
福
祉
の
役
割
が
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

少
子
化
が
進
む
一
方
、
生
活
ス
タ
イ
ル
の
変
化
と
と
も
に
保
育
所
、
放
課
後
・
学
童
ク
ラ
ブ
の
待
機
児
童

の
状
況
は
深
刻
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
児
童
虐
待
の
相
談
対
応
件
数
も
増
加
し
て
い
ま
す
。
同
じ
く
、

障
が
い
者
虐
待
、
高
齢
者
虐
待
も
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。「
孤
独
死
」
も
増
え
続
け
て
い
ま
す
。
介
護
の
施
設
、

サ
ー
ビ
ス
も
ま
だ
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
生
活
保
護
世
帯
も
増
加
傾
向
で
、「
不
正
受
給
」
も
報
じ
ら
れ

て
い
ま
す
。
年
金
で
も
「
負
担
と
給
付
」
に
関
し
て
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
ま
す
。

国
・
地
方
の
予
算
を
見
て
も
、
福
祉
が
今
日
の
行
政
課
題
と
し
て
、
最
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
国
の
予
算
総
額
か
ら
借
金
返
済
の
国
債
費
と
地
方
交
付
税
交
付
金
等
を
除
い
た
「
一
般

歳
出
」
に
占
め
る
社
会
保
障
給
付
費
の
割
合
は
、
５
割
以
上
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
自
然
増
だ
け
で

も
毎
年
１
兆
円
を
超
え
ま
す
。
さ
ら
に
、
国
・
地
方
を
通
じ
る
純
計
歳
出
を
目
的
別
に
見
て
も
民
生
費
（
年

金
を
除
く
）
が
お
よ
そ
２
割
で
他
の
分
野
よ
り
も
格
段
に
高
い
数
値
と
な
っ
て
い
ま
す
。
国
・
地
方
の
支
出

割
合
で
は
、
地
方
が
７
割
以
上
で
あ
り
、
自
治
体
を
通
じ
て
具
体
的
な
福
祉
政
策
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
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著
者
は
埼
玉
県
富
士
見
市
で
、
福
祉
課
長
や
総
合
政
策
部
長
な
ど
を
務
め
て
き
ま
し
た
。
そ
の
経
験
か
ら

も
自
治
体
の
福
祉
行
政
推
進
に
は
、
縦
割
り
組
織
に
と
ら
わ
れ
な
い
横
断
的
な
連
携
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

福
祉
行
政
に
関
し
て
は
、
高
齢
者
福
祉
、
子
ど
も
家
庭
福
祉
、
障
が
い
者
福
祉
、
生
活
保
護
、
地
域
福
祉

な
ど
各
分
野
ご
と
に
専
門
書
・
解
説
書
等
が
多
く
発
行
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
を
全
部
読
み
、
理
解
す

る
に
は
大
変
な
時
間
と
労
力
を
要
し
ま
す
。
そ
こ
で
本
書
は
、
自
治
体
職
員
が
知
っ
て
お
き
た
い
基
礎
知
識

や
問
題
点
・
課
題
等
を
１
冊
に
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
発
刊
さ
れ
ま
し
た
。

自
治
体
職
員
が
は
じ
め
て
福
祉
部
門
に
配
属
さ
れ
た
と
き
、
福
祉
の
全
体
像
を
俯
瞰
し
て
お
く
こ
と
に
よ

り
、
職
務
遂
行
・
窓
口
で
の
市
民
対
応
が
よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
な
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
管
理
職
が
議
会
答
弁

を
す
る
際
の
デ
ー
タ
づ
く
り
の
一
助
と
し
て
「
こ
う
し
た
本
が
あ
れ
ば
」
と
著
者
自
身
が
思
っ
て
い
ま
し
た
。

本
書
が
、
現
場
で
奮
闘
す
る
自
治
体
職
員
、
福
祉
を
学
ぶ
学
生
の
皆
さ
ん
、
そ
し
て
、
広
く
福
祉
を
学
ぼ

う
と
す
る
皆
さ
ん
の
お
役
に
立
つ
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
す
。
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第
１
章　

福
祉
政
策
の
基
礎
知
識

「
福
祉
」に
お
け
る
自
治
体
の
役
割

1
自
治
体
が「
政
府
」に
な
っ
た

自
治
体
は
、
住
民
に
最
も
身
近
な
政
府
と
い
わ
れ
ま
す
。
し
か

し
、
自
治
体
が
「
政
府
」
の
位
置
を
得
た
の
は
、
そ
う
古
い
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
少
な
く
と
も
地
方
（
そ
の
長
）
が
国
の
機
関

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
国
の
指
揮
・
命
令
、
監
督
を
受
け
る
「
機

関
委
任
事
務
」
が
存
在
し
て
い
た
と
き
ま
で
は
、
地
方
は
中
央
政

府
の
一
部
分
で
あ
り
「
手
足
」
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

戦
後
、
法
制
化
さ
れ
た
生
活
保
護
・
児
童
・
老
人
・
障
が
い
者
な

ど
の
福
祉
制
度
と
そ
の
基
本
的
な
費
用
は
、
国
（
中
央
政
府
）
が

用
意
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、こ
の
実
施
は
機
関
委
任
事
務
と
し
て
、

自
治
体
（
地
方
公
共
団
体
）
が
行
っ
て
き
た
の
で
す
。

平
成
12
年
の
分
権
改
革
に
よ
り
、
こ
の
機
関
委
任
事
務
が
廃
止

さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
制
度
上
は
、
国
と
地
方
は
役
割
分

担
の
関
係
と
な
り
「
対
等
平
等
」
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
（
こ

こ
で
は
、「
政
府
」
は
政
策
の
主
体
で
あ
り
、
公
的
な
権
限
の
も

と
で
そ
れ
を
形
成
、
実
行
で
き
る
機
構
と
考
え
ま
す
）。

ハ
ー
ド
か
ら
く
ら
し
の
充
実
に

戦
後
か
ら
最
近
ま
で
、
自
治
体
の
主
な
仕
事
は
、
戸
籍
や
住
民

票
な
ど
身
分
の
管
理
・
認
証
、
税
の
徴
収
な
ど
と
共
に
、
道
路
、

上
下
水
道
、
公
共
施
設
な
ど
の
ハ
ー
ド
面
の
整
備
で
し
た
。
高
度

成
長
を
経
て
、ハ
ー
ド
面
の
必
要
な
基
準
が
満
た
さ
れ
て
く
る
と
、

い
わ
ゆ
る
ソ
フ
ト
面
の
充
実
へ
と
移
り
ま
す
。

福
祉
政
策
に
お
い
て
も
、
人
口
構
成
や
就
労
な
ど
の
情
勢
に
対

応
し
て
、
施
設
整
備
、
そ
し
て
施
策
内
容
、
担
い
手
の
量
・
質
の

確
保
へ
と
進
ん
で
き
ま
し
た
。
特
に
、
市
町
村
で
は
現
在
、
支
出

で
も
、
担
当
職
員
の
数
に
お
い
て
も
「
福
祉
」
は
最
も
大
き
な
ウ

エ
イ
ト
を
占
め
て
い
ま
す
。
生
活
保
護
な
ど
、
国
の
関
与
を
受
け

る
「
法
定
受
託
事
務
」
も
あ
り
ま
す
が
、
福
祉
政
策
を
主
体
的
に

実
施
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
福
祉
の
担
い
手
は
、
自
治

体
に
な
っ
た
と
い
え
る
の
で
す
。
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市町村の分野別職員構成（平成 24年 4月）

地方自治体の目的別歳出純計決算額の構成比の推移

一般行政
682,452人
（54.2%）

福祉関係を除く 
　一般行政 
　　371,331人 
　　　（29.5%） 

福祉関係
311,121人
（24.7%） 

教育部門
149,650人
（11.9%）

消防部門
139,804人
（11.1%）

公営企業等 
会計部門 

286,828人 
（22.8%）

市町村 
1,258,734人 

一

般

行

政

出典：平成 24年版地方財政白書

出典：平成 24年地方公共団体定員管理調査

区 分 平　成
13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
総 務 費 9.2 9.0 9.8 9.8 9.6 9.7 10.0 9.9 11.2 10.6
民 生 費 14.4 15.1 15.7 16.6 17.3 18.2 19.0 19.9 20.6 22.5
衛 生 費 6.9 6.8 6.4 6.3 6.3 6.2 6.1 6.0 6.2 6.1
労 働 費 0.8 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.7 1.0 0.9
農林水産業費 5.7 5.4 5.1 4.7 4.4 4.2 3.9 3.7 3.7 3.4
商 工 費 5.5 5.3 5.2 5.4 5.1 5.3 5.6 5.9 6.8 6.8
土 木 費 19.1 18.6 17.8 16.7 15.9 15.5 15.0 14.4 13.8 12.6
消 防 費 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9
警 察 費 3.5 3.6 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 3.7 3.4 3.4
教 育 費 18.5 18.6 18.6 18.5 18.3 18.5 18.4 18.0 17.1 17.4
公 債 費 13.2 13.8 14.2 14.4 15.4 14.9 14.6 14.7 13.4 13.7
そ の 他 1.3 1.3 1.2 1.5 1.7 1.4 1.3 1.1 0.9 0.7
合　計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円
歳出合計 974,317 948,394 925,818 912,479 906,973 892,106 891,476 896,915 961,064 947,750
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介
護
保
険

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス

7
サ
ー
ビ
ス
は
大
き
く
３
つ
あ
る

介
護
保
険
で
利
用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
大
き
く
分
け
て
「
在

宅
サ
ー
ビ
ス
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
」「
施
設
サ
ー
ビ
ス
」「
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
」
の
３
つ
が
あ
り
ま
す
。
要
介
護
（
１
～
５
）

と
認
定
さ
れ
た
人
は
、い
ず
れ
の
サ
ー
ビ
ス
も
利
用
で
き
ま
す
が
、

要
支
援
（
１
・
２
）
と
認
定
さ
れ
た
人
は
介
護
予
防
の
サ
ー
ビ
ス

が
中
心
と
な
り
ま
す
。

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

①
在
宅
（
居
宅
）
サ
ー
ビ
ス
…
…
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
が
家
庭
を

訪
問
し
て
介
護
、
家
事
支
援
を
行
う
訪
問
介
護
・
介
護
予
防
訪
問

介
護
や
入
浴
車
等
で
訪
問
し
、
入
浴
の
介
護
を
行
う
訪
問
入
浴
介

護
・
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
、
看
護
師
等
が
訪
問
し
て
療
養
等

の
支
援
を
行
う
訪
問
看
護
・
介
護
予
防
訪
問
看
護
、
訪
問
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま
す
。
本
人
に
合
っ
た

ケ
ア
プ
ラ
ン
を
立
て
た
上
で
、
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

②
施
設
サ
ー
ビ
ス
…
…
介
護
が
中
心
か
、
医
療
（
治
療
）
が
中

心
か
な
ど
、
必
要
と
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
よ
っ
て
、
次
の
３
つ
か
ら

選
択
し
て
入
所
し
ま
す
。　

・
介
護
老
人
福
祉
施
設 

（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）

・
介
護
老
人
保
健
施
設
（
老
人
保
健
施
設
）

・
介
護
療
養
型
医
療
施
設
（
療
養
病
床
等
）

③
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
…
…
高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で

生
活
を
続
け
る
た
め
に
市
町
村
の
判
断
で
行
わ
れ
ま
す
。

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
・
共
同
生

活
介
護
（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
。
認
知
症
高
齢
者
が
ス
タ
ッ
フ
の
介

護
を
受
け
な
が
ら
共
同
生
活
を
す
る
住
宅
）
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
各
市
町
村
の
裁
量
に
よ
る
も
の
で
、
そ
の
規
模
や

ニ
ー
ズ
に
よ
っ
て
、実
施
さ
れ
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
は
異
な
り
ま
す
。
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在宅（居住）サービス

施設サービス

地域密着型サービス

家庭を訪問するサービス

訪問介護 ホームヘルパーの訪問

訪問看護 看護師などの訪問

訪問リハビリテーション リハビリの専門職の訪問

訪問入浴介護 入浴チームの訪問

日帰りで通うサービス

通所介護（デイサービス）
日帰り介護施設（デイサービスセ
ンター）などへの通所

通所リハビリテーション
（デイケア）

老人保健施設などへの通所

施設への短期入所サービス
短期入所生活介護
短期入所療養介護
（ショートステイ）

特別養護老人ホームや老人保健施
設などへの短期入所

福祉用具の貸与・販売や住宅
の改修

福祉用具（車椅子、特殊寝台など）の貸与

福祉用具（入浴要椅子など）の購入費の支給

住宅改修費（手すりの取付けや段差の解消など）の支給

その他 特定施設入所者生活介護（有料老人ホームなどでの介護）

介護サービス計画の作成 ケアプランの作成

認知症対応型通所介護 認知症の人の日帰り通所

認知症対応型共同生活介護 認知症の人のグループホーム

小規模多機能型居宅介護 「通い」を中心に「訪問」「宿泊」などを組み合わせたサービス

地域密着型介護老人福祉施設 定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

寝たきりや認知症などで常時介護が必要な人で、自宅での介護が困難
な人の生活の場

介護老人保健施設
（老人保健施設）

病状が安定期にあり在宅を目指して、看護や医学的管理下での介護・
リハビリ等が行われる施設

介護療養型医療施設
（療養病床等）

急性期の治療終了後、引き続き入院の必要な人が対象で、療養上の管
理、看護、医学的管理下での介護・リハビリ等が行われる施設。慢性
的な病気の人のための療養病床、認知症の人のための老人性認知症
疾患療養病棟がある

出典：富士見市ＨＰ等をもとに作成
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第
５
章　

障
が
い
者
福
祉

障
が
い
者
自
立
支
援
制
度
の
見
直
し

4
応
能
負
担
を
原
則
に

多
く
の
指
摘
を
受
け
、
障
が
い
保
健
福
祉
施
策
を
見
直
す
ま
で

の
間
に
行
う
こ
と
を
定
め
た
障
害
者
自
立
支
援
法
・
児
童
福
祉
法

等
の
一
部
改
正
が
、
平
成
24
年
４
月
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
法
律
で
は
、
障
が
い
者
制
度
改
革
推
進
本
部
等
の
検
討
を

踏
ま
え
て
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
見
直
す
ま
で
の
間
に
お
け
る
障

が
い
者
等
の
地
域
生
活
支
援
の
た
め
の
法
改
正
で
あ
る
こ
と
が
明

記
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、主
な
改
正
事
項
と
し
て
、①
利
用
者
負
担
の
見
通
し
（
応

能
負
担
を
原
則
に
）、
②
障
害
者
の
範
囲
に
発
達
障
害
を
加
え
る
、

③
相
談
支
援
の
充
実
、
④
障
が
い
児
支
援
の
強
化
（
放
課
後
等
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
・
保
育
所
等
訪
問
支
援
の
創
設
等
）、
⑤
地
域
に
お

け
る
自
立
し
た
生
活
の
た
め
の
支
援
の
充
実（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
・

ケ
ア
ホ
ー
ム
利
用
の
助
成
、
重
度
の
視
覚
障
害
者
の
同
行
援
護
サ

ー
ビ
ス
の
創
設
）、
⑥
そ
の
他
（
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業

の
必
須
化
な
ど
）
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

総
合
支
援
法
が
施
行

平
成
24
年
６
月
、「
地
域
社
会
に
お
け
る
共
生
の
実
現
に
向
け

て
新
た
な
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
講
ず
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
法
律
」
が
成
立
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、「
障
害

者
自
立
支
援
法
」
は
、
平
成
25
年
4
月
か
ら
「
障
害
者
の
日
常
生

活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」（
略
称
・

障
害
者
総
合
支
援
法
）と
し
て
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
法
律
で
は
、
①
障
害
者
の
範
囲
に
難
病
を
加
え
る
（
障
害

児
の
範
囲
も
同
様
）　

②
障
害
支
援
区
分
の
創
設（
26
年
度
か
ら
）、

③
障
害
者
に
対
す
る
支
援
の
拡
大
（
26
年
度
か
ら
）、
④
サ
ー
ビ

ス
基
盤
の
計
画
的
整
備
（
市
町
村
の
役
割
）
な
ど
が
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
障
害
者
施
策
を
段
階
的
に
講
じ
る
た
め
、
施
行

後
３
年
を
目
処
に
検
討
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
も
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
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「障害福祉サービス」の再編（平成 24年４月）

①居宅介護
　（ホームヘルプ）

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等

②重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、
排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行う

②同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報
の提供（代筆・代読を含む）、移動の援護等の外出支援を行う

④行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避す
るために必要な支援、外出支援を行う

⑤重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括
的に行う

⑥短期入所
　（ショートステイ）

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、
入浴、排せつ、食事の介護等を行う

⑦療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の
管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う

⑧生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を
行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供

⑨障害者支援施設での夜間
　ケア等（施設入所支援）

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を
行う

⑩共同生活介護
　（ケアホーム）

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等
を行う

＜介護給付＞

①自立訓練
　（機能訓練・生活訓練）

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能
又は生活能力の向上のために必要な機能訓練と生活訓練を行う

③就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識
及び能力の向上のために必要な訓練を行う

③就労継続支援
　（A型＝雇用型、B型）

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知
識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。雇用型のＡ型と、非
雇用型のＢ型がある

④共同生活援助
　（グループホーム）

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行
う

＜訓練等給付＞

①移動支援 円滑に外出できるよう、移動を支援

②地域活動支援センター 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設

③福祉ホーム
住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとと
もに、日常生活に必要な支援を行う

＜地域生活支援事業＞

出典：全社協「障害者自立支援法のサービス利用説明パンフレット」（平成 24年４月改訂版）をもとに作成


